
※百分率は、全て基準年の温室効果ガス総排出量比

※中環審・地球環境部会の中間とりまとめ（平成16年８月）及び
第24回(平成16年11月９日)資料を基に作成
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二酸化炭素で必要な6.6％のうち、
約２％を環境税で削減
（含・価格効果）
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環境税による削減効果

その他ガス等について規制的措置、
自主的取組等で削減


